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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、前記方法は、
　第１のコンピュータ読み取り可能な媒体上のワークフロー管理層を使用する第１のプロ
セッサが、試料容器内の試料に関するプロセス計画を生成することであって、前記プロセ
ス計画は、前記試料に対して実行されることが必要なプロセスに関する情報と、前記試料
を処理するために使用される分析器のステータスに関する情報とを含む、ことと、
　前記プロセス計画を第２のコンピュータ読み取り可能な媒体上のプロセス制御層に提供
することと、
　前記プロセス制御層を使用する第２のプロセッサが、前記プロセス計画に整合する最適
化された経路を決定することであって、前記最適化された経路は、複数の異なる試料処理
サブシステムを含み、前記複数の異なる試料処理サブシステムの各々は、１つ以上のサブ
アセンブリを含む、ことと、
　前記プロセス制御層が、少なくとも１つの経路区分を前記第２のコンピュータ読み取り
可能な媒体上の中間制御層に提供することであって、前記少なくとも１つの経路区分は、
前記最適化された経路の一部であり、前記最適化された経路の前記一部は、単一の試料処
理サブシステムまたは２つ以上の試料処理サブシステムの間の経路を含むが、前記複数の
異なる試料処理サブシステムのすべてを含むことはない、ことと、
　前記中間制御層が、前記単一の試料処理サブシステムまたは前記２つ以上の試料処理サ
ブシステムに含まれる前記１つ以上のサブアセンブリの中から最適なサブアセンブリを選
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択することと、
　前記最適化された経路を使用して前記試料を処理することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　検査室情報システムが、命令データを受信することと、
　前記検査室情報システムが、前記命令データを前記ワークフロー管理層に提供すること
と
　をさらに含み、
　前記ワークフロー管理層は、複数のＬＡＳコントローラと通信し、
　前記複数の異なる試料処理サブシステムは、複数の異なる試料処理サブシステムの第１
のサブセットであり、
　試料処理サブシステムのセットは、前記第１のサブセットを含む複数のサブセットを含
み、前記複数のサブセットの各々は、複数の異なる試料処理サブシステムを含み、
　前記複数のＬＡＳコントローラのうちの各ＬＡＳコントローラは、前記複数のサブセッ
トのうちの異なるサブセットに通信可能に結合されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の異なる試料処理サブシステムは、分析器、分注機、ロボット、入力ステーシ
ョン、出力ステーション、開栓機、再閉栓機、つかみ機構ユニット、管検査ユニット（Ｔ
ＩＵ）、ＬＬＤ、遠心分離機からなる群から選択される、請求項１～２のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のプロセッサおよび前記中間制御層が、デバイスコマンドをデバイス制御層に
提供することをさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ワークフロー管理層が、前記プロセス計画を生成するために使用される情報を１つ
以上の分析器から受信することをさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項６】
　自動試料処理システムであって、前記自動試料処理システムは、
　第１のプロセッサと、ワークフロー管理層を含む第１のコンピュータ読み取り可能な媒
体とを含むワークフロー管理コントローラであって、前記ワークフロー管理層は、試料容
器内の試料に関するプロセス計画を生成し、前記プロセス計画をプロセス制御層に提供す
るように動作可能であり、前記プロセス計画は、前記試料に対して実行されることが必要
なプロセスに関する情報と、前記試料を処理するために使用される分析器のステータスに
関する情報とを含む、ワークフロー管理コントローラと、
　前記ワークフロー管理コントローラに結合されたＬＡＳコントローラであって、検査室
自動システムの一部であるＬＡＳコントローラと
　を備え、
　前記ＬＡＳコントローラは、第２のプロセッサと、前記プロセス制御層および中間制御
層を含む第２のコンピュータ読み取り可能な媒体とを含み、
　前記プロセス制御層は、
　　前記プロセス計画に整合する最適化された経路を決定することであって、前記最適化
された経路は、複数の異なる試料処理サブシステムを含み、前記複数の異なる試料処理サ
ブシステムの各々は、１つ以上のサブアセンブリを含む、ことと、
　　少なくとも１つの経路区分を前記中間制御層に提供することであって、前記少なくと
も１つの経路区分は、前記最適化された経路の一部であり、前記最適化された経路の前記
一部は、単一の試料処理サブシステムまたは２つ以上の試料処理サブシステムの間の経路
を含むが、前記複数の異なる試料処理サブシステムのすべてを含むことはない、ことと
　を行うように動作可能であり、
　前記中間制御層は、前記単一の試料処理サブシステムまたは前記２つ以上の試料処理サ
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ブシステムに含まれる前記１つ以上のサブアセンブリの中から最適なサブアセンブリを選
択するように動作可能である、自動試料処理システム。
【請求項７】
　前記ＬＡＳコントローラは、第１のＬＡＳコントローラであり、前記検査室自動システ
ムは、第１の検査室自動システムであり、前記自動試料処理システムは、前記ワークフロ
ー管理コントローラに結合された第２の検査室自動システムに関連付けられた第２のＬＡ
Ｓコントローラを備える、請求項６に記載の自動試料処理システム。
【請求項８】
　前記ＬＡＳコントローラおよび前記ワークフロー管理コントローラは、互いに独立して
動作するように構成されている、請求項６に記載の自動試料処理システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許仮出願第６１／７２３，７３６号（２０１２年１１月７日出願、名
称「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」）に関
する。この出願は、全ての目的に関してその内容全体が参照により本明細書に組み込まれ
る。
【０００２】
　（背景技術）
　検査室システム用ソフトウェア構成は既知である。
【０００３】
　ある開示された分析システムは、欧州特許出願公開第２　４５０　７１１Ａ１号に記載
されている。この開示されたシステムは、欧州特許出願公開第２　４５０　７１１Ａ１号
の図２に見ることができるように、相互作用して分析システムでの試料処理ワークフロー
を最適化する、試料ワークフローマネージャと、計器マネージャと、を備える。
【０００４】
　計器マネージャは、ユーザー又はＬＩＳ（検査室情報システム）のいずれかから検査オ
ーダーを受信し、接続されている分析器又は搬送ユニットなど他の接続されている自動デ
バイスにコマンドを送信する。試料ワークフローマネージャは、接続されている分析器ユ
ニットからプロセス情報を受信し、予め設定されている処理経路を計器マネージャに送信
して情報を処理する。
【０００５】
　別の開示された分析システムは、米国特許第６，５８１，０１２号に記載されている。
この特許に記載されている、開示された臨床検査室システム用ソフトウェアアーキテクチ
ャは、米国特許第６，５８１，０１２号の図２に概略的に図示されている、検査依頼から
検査結果までのワークフローを処理する３層を含む。試料スケジュールの作成を説明する
別の参考文献は、米国特許第６，７２１，６１５号である。
【０００６】
　ユーザーインターフェース層において、ユーザーは、ワークフロー自動化層に転送され
る検査オーダーを入力する。ワークフロー自動化層は、検査オーダーから検査命令を生成
し、物理要素層にこれを転送して、接続されている分析器を使用して依頼された検査を実
施する。分析器は、対応するＳＰＭ（検体処理モジュール）オブジェクトを介して検査結
果を返す。この結果はワークフロー自動化層内で検証され、有効であれば、ユーザーイン
ターフェース層に転送されてユーザーに対して光学的に表現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許公報第６，５８１，０１２号明細書
【特許文献２】米国特許公報第６，７２１，６１５号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　かかるシステムは有用であり得るものの、試料処理を更に最適化できるシステムに対す
る継続的必要性が存在する。例えば、試料容器について計器マネージャで策定されたプロ
セス計画は、多くの異なる潜在的経路を有し得る。試料容器によって取られる経路は最適
でないことがあり、したがって、検査室システムの全体的効率を低下させる。多くの場合
、検査室システムの処理容量よりも多くの処理すべき試料が存在するため、全体的効率を
向上させることが望ましい。
【０００９】
　本発明の実施形態は、これら及び他の問題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態は、臨床検査室環境、具体的には、試料搬送システムによって接続さ
れている、複数の診断分析器を有する自動化された臨床検査室環境における改善された試
料処理システムを目的とする。一般に、臨床検査室環境は、患者試料に対する別個の診断
検査を実行する複数の分析器と、かかる検査用にかかる患者試料を調製するシステムとを
含む。自動化された臨床検査室は、試料調製システム及び複数の分析器の両方、並びに試
料調製システムと個別の分析器との間で患者試料を搬送するシステムを含む。本発明は、
試料調製システムの動作及びかかるシステムが患者試料を選択し、調製し、分析器へと搬
送する方法を管理する、プロセス管理アーキテクチャを目的とする。
【００１１】
　本発明の実施形態では、ワークフロー管理層（ＷＭＬ）は、試料に関するプロセス計画
を生成できる。プロセス計画は、試料上での実行が必要なプロセス（例えば、イムノアッ
セイ検査、化学検査など）に関する情報、システム上の分析器のステータスに関する情報
（例えば、可用性、試薬ステータスなど）、及び分析器での下流処理に備えて用意する必
要のある試料を調製する特定の工程を含み得る。プロセス計画は、ＷＭＬから独立して動
作してよいプロセス制御層（ＰＣＬ）に提供されてよい。少なくとも１つのプロセッサを
使用して動作するＰＣＬは、処理を待機している全試料をレビューでき、これらを評価で
きる。試料が選択される順序は、試料上で実行される検査、並びに試料の処理に使用され
る分析器（又は分析器など他の処理デバイス）のタイプ又はステータス（例えば、プロセ
ス全体を遅らせる、試料の予備が分析器又は他の処理デバイスに存在する場合）に応じて
異なり得る。
【００１２】
　ＷＭＬは単一層であってよい、又は、ある実施形態では、別個の２層であってよい。こ
の実施形態では、第１の層は、基本分析器リストを策定してかかる試料を送るために、各
試料上で実行される検査タイプに関する命令を受信する。第２の層は、かかる分析器が依
頼された検査を実行し、かかる検査に十分な補給品及び試薬を有し、さもなければ、動作
可能であるかどうかを確認するために、ＷＭＬの第１の層とも通信して経路及び個別の分
析器を取得する。この情報は、経路と共にＰＣＬに送信される。ＰＣＬは、検査室全体で
患者試料のフローを最大化する様々な規則に応じて処理するために、かかる情報を使用し
て適切な患者試料を選択する。
【００１３】
　一部の実施形態では、最初に処理される試料は、これらの特定の規則に応じて異なる。
例えば、ある規則は、ＳＴＡＴ（短応答時間、つまり処理優先度の高い試料管）試料のみ
が最初に選択される（ただし、任意の他の非ＳＴＡＴ試料よりも迅速に処理可能である場
合に限る）というものであってよい。システム内で各分析器よりも上位に位置する入力バ
ッファーは、入力バッファーにこれ以上の試料を追加すると、システムが遅くなる点まで
満杯かどうかを判定するためにＰＣＬによって分析され得る。例えば、ＳＴＡＴ試料及び
非ＳＴＡＴ試料など２種類の試料を検査室自動システムで処理することが必要な場合があ
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る。ＳＴＡＴ試料は、イムノアッセイ分析器Ａを通過する必要があり得、ＰＣＬは、イム
ノアッセイ分析器Ａによる処理を待機する他の試料の待ち行列が存在することを判定し得
る。一方、非ＳＴＡＴ試料は、イムノアッセイ分析器Ａによる処理は必要ないが、イムノ
アッセイ分析器Ｂ及び化学分析器Ａによる処理の必要があり、これらは処理を待機する試
料の待ち行列を有していない。このシナリオにおいて、システム全体の制約を考慮して検
査室自動システムの処理速度及び利用率を最大化するために、ＳＴＡＴ試料を選択して処
理する前に、非ＳＴＡＴ試料を選択して処理してよい。加えて、検査室システム全体のフ
ローを最大化するために、下流分析器によるプロセス用に各試料を調製する試料調製シス
テムで必要な工程の数及びタイプはまた、試料の選択を考慮してよい。
【００１４】
　本発明の実施形態では、ＷＭＬと、ＰＣＬ、接続されている及び接続されていない分析
器、並びに遠心分離機、ピペッタ（ｐｉｐｉｅｔｔｏｒｓ）など試料調製システムに含ま
れる制御可能な検査用機器を含む、検査室自動システムとの間での通信が常に存在し得る
。ＷＭＬは、接続されている及び接続されていない分析器のステータス（例えば、分析器
は、動作可能、動作不能、使用中、未使用など）又は他の制御可能な検査用機器に関する
更新情報を継続的に受信でき、継続的にプロセス計画及び分析器のステータス情報をＰＣ
Ｌに提供できる。この情報を使用して、ＰＣＬは独立して動作して、かかる試料の経路に
応じて患者試料のスケジュールを生成することができ、これにより検査室自動システム及
び他の制御可能な検査用機器全体における試料の処理を最適化することができる。
【００１５】
　本発明の実施形態では、処理の開始時から分析器による試料の分析が終了するまでの試
料の処理時間は、２つの時間区分として特徴付けられ得る。第１の時間区分（期間Ａ）は
、検査室自動システムの試料調製システム全体で試料を処理する速度であってよく、試料
は分析用に調製されている。第２の時間区分（期間Ｂ）は、調製された試料を処理して、
要求された分析器において検査結果を判定するために必要な残りの時間であってよい。本
発明の実施形態は、第１の時間区分（期間Ａ）及び第２の時間区分（期間Ｂ）の合計を効
果的に最小化するために使用され得る。
【００１６】
　本発明の一実施形態は、ワークフロー管理層を使用する少なくとも１つのプロセッサに
よって、試料容器（例えば、試料管）内の試料に関するプロセス又は経路計画を生成する
ことと、この経路計画をプロセス制御層（ＰＣＬ）に提供することとを含む、方法を目的
とする。この経路計画は、所定の順序であってよい処理命令のリストを含む。この方法は
また、プロセス制御層（ＰＣＬ）を使用して、経路計画並びに試料調製システムの可用性
及び試料の優先度に従って、プロセス制御層を使用する少なくとも１つのプロセッサによ
って、試料調製システムを通って要求される各分析器までの最適経路を決定することと、
最適経路を使用して試料を処理することとを含む。
【００１７】
　本発明の別の実施形態は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッ
サによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネントを保存するメモリデバイスと、
を備えるコンピュータ装置を目的とする。複数のソフトウェアコンポーネントは、所定の
順序の処理工程のリストを含むプロセス計画を生成するように動作可能なワークフロー管
理層と、最適経路を決定するように動作可能なプロセッサ制御層と、を備える。
【００１８】
　本発明の別の実施形態は、複数の試料処理サブシステムと、コンピュータ装置と、を備
えるシステムを目的とする。このコンピュータ装置は、少なくとも１つのプロセッサと、
少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネントを保
存するメモリデバイスと、を備える。複数のソフトウェアコンポーネントは、プロセス計
画を生成するように動作可能なワークフロー管理層と、最適経路を選択するように動作可
能なプロセッサ制御層と、を備える。
【００１９】
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　本発明の別の実施形態は、第１のプロセッサと、ワークフロー管理層を備える第１のコ
ンピュータ読み取り可能な媒体とを備えるワークフロー管理コントローラと、を備える自
動試料処理システムを目的とする。このシステムはまた、ワークフロー管理コントローラ
に接続され、検査室自動システムの一部であるＬＡＳコントローラを備えており、このＬ
ＡＳコントローラは、第２のプロセッサと、プロセス制御層及び中間制御層を備える第２
のコンピュータ読み取り可能な媒体と、を備える。
【００２０】
　本発明の別の実施形態は、第１のプロセッサと、ワークフロー管理層を備える第１のコ
ンピュータ読み取り可能な媒体とを備えるワークフロー管理コントローラによって、処理
される試料に関する命令データをワークフロー管理コントローラに接続されたＬＡＳコン
トローラに提供することを含む方法を目的としており、このＬＡＳコントローラは、検査
室自動システムの一部であり、第２のプロセッサと、プロセス制御層及び中間制御層を備
える第２のコンピュータ読み取り可能な媒体と、を備える。この方法はまた、ＬＡＳコン
トローラによって命令データを実行することを含んでよい。
【００２１】
　本発明の別の実施形態は、プロセス制御層を使用する少なくとも１つのプロセッサによ
って、中間制御層に経路区分を提供することを含む方法を目的とする。この方法はまた、
少なくとも１つのプロセッサ及び中間制御層によって、経路区分のサブシステムの動作又
は経路区分のサブアセンブリコンテナの動作を制御する命令を生成することを含み、この
サブアセンブリコンテナは、サブアセンブリコンテナに関連付けられた複数のサブアセン
ブリを制御する。この方法はまた、デバイス制御層によって命令を実行することを含む。
一部の実施形態では、中間制御層（ＭＣＬ）は、処理する経路区分をＰＣＬから更に受信
してよく、これらの経路区分は、ＭＣＬによって更に最適化されてよい。ＭＣＬは、本発
明の実施形態において、ＰＣＬ及びＷＭＬから独立して動作してよい。
【００２２】
　本発明の別の実施形態は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッ
サによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネントを保存するメモリデバイスと、
複数のソフトウェアコンポーネントと、を備えるコンピュータ装置を備えるシステムを目
的とする。ソフトウェアコンポーネントは、少なくとも１つのプロセッサを使用して、中
間制御層に経路区分を提供するように構成されているプロセス制御層と、少なくとも１つ
のプロセッサを使用して、経路区分のサブシステムの動作又は経路区分のサブアセンブリ
コンテンナの動作を制御する命令を生成するように構成されている中間制御層と、を備え
る。サブアセンブリコンテナは、サブアセンブリコンテナに関連付けられた複数のサブア
センブリを制御する。システムはまた、少なくとも１つのプロセッサを使用して命令を実
行するように構成されているデバイス制御層を備える。
【００２３】
　更に別の実施形態では、ＷＭＬは２つの別個の制御層によって形成される。これらの層
は、単一プロセッサ、又は２つ以上の異なるプロセッサを使用して実行されてよい。第１
の層は、患者試料上で実行される検査タイプに関する命令を受信する。次いで、この第１
の層は、かかる試料の経路計画を策定して、かかる検査を実行するために必要な分析器タ
イプを定義する。この経路計画は、かかる検査を実行する特定の分析器ではなく、分析器
タイプのみを識別する。第２の制御層は、試料調製システム及び個別の分析器との継続的
な通信を提供する。この第２の制御層は、調製システム及び分析器にクエリして、これら
の各ユニットのステータスを判定する。このステータスとしては、各システム又は分析器
の可用性、各システム又は分析器で必要な試薬及び補給品の量、並びに各システム又は分
析器のメンテナンス及び／又は品質のステータスが挙げられる。この第２の層は、試料経
路情報と共に、調製システム及び分析器のステータスに関する情報をＰＣＬに提供し、次
いで、ＰＣＬは、かかる情報を使用して、検査室システム全体における個別試料に関する
スケジュールを策定する。この実施形態によると、ＷＭＬの第１の層は、ミドルウェアと
呼ばれるものに包含されてよく、第２の層は、検査室自動システムにおいて現在使用され
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ていない追加処理層である。
【００２４】
　本発明のこれら及び他の実施形態は、以下に更に詳細に記載される。
例えば、本願は以下の項目を提供する。
（項目１）
　方法であって、前記方法は、
　ワークフロー管理層を使用する少なくとも１つのプロセッサによって、試料容器内の試
料に関するプロセス計画を生成することと、
　前記プロセス計画をプロセス制御層に提供することと、
　前記プロセス制御層を使用する前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記プロセ
ス計画に整合する最適経路を決定することと、
　前記最適経路を使用して前記試料を処理することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記最適経路は、複数の異なる試料処理サブシステムを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　検査室情報システムを通じて命令データを受信することと、前記ワークフロー管理層に
前記命令データを提供することとを更に含み、前記ワークフロー管理層は、少なくとも２
つの副層を含む、項目１又は２に記載の方法。
（項目４）
　前記最適経路は、複数の異なる試料処理サブシステムを含み、前記異なる試料処理サブ
システムは、分析器、分注機、ロボット、入力ステーション、出力ステーション、開栓機
、再閉栓機、つかみ機構ユニット、管検査ユニット（ＴＩＵ）、ＬＬＤ、及び遠心分離機
からなる群から選択される、項目１～３のいずれか一項に記載の方法。
（項目５）
　前記プロセス制御層によって、前記最適経路の少なくとも一部を中間制御層に提供する
ことであって、前記少なくとも１つのプロセッサ及び前記中間制御層は、前記最適経路で
指定されたサブシステムによって前記試料が処理されるように動作可能である、ことと、
　前記プロセッサ及び前記中間制御層によって、デバイス制御層にデバイスコマンドを提
供することと
　を更に含む、項目１～４のいずれか一項に記載の方法。
（項目６）
　前記ワークフロー管理層によって、前記プロセス計画を生成するために使用される情報
を１つ以上の分析器から受信することを更に含む、項目１～５のいずれか一項に記載の方
法。
（項目７）
　コンピュータ装置であって、前記コンピュータ装置は、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネン
トを保存するメモリデバイスと
　を備え、
　前記複数のソフトウェアコンポーネントは、
　複数の経路を含むプロセス計画を生成するように動作可能なワークフロー管理層と、
　前記複数の経路から最適経路を選択するように動作可能なプロセッサ制御層と
　を備える、コンピュータ装置。
（項目８）
　デバイス制御層と、
　前記プロセス制御層から前記最適経路を受信し、前記デバイス制御層にコマンドを提供
するように動作可能な中間制御層と
　を更に備える、項目７に記載のコンピュータ装置。
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（項目９）
　前記プロセス制御層は、前記中間制御層から試料容器データを受信するように動作可能
である、項目７又は８に記載のコンピュータ装置。
（項目１０）
　システムであって、前記システムは、
　複数の試料処理サブシステムと、
　コンピュータ装置と
　を備え、
　前記コンピュータ装置は、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネン
トを保存するメモリデバイスと
　を備え、
　前記複数のソフトウェアコンポーネントは、
　プロセス計画を生成するように動作可能なワークフロー管理層と、
　前記プロセス計画を使用して最適経路を選択するように動作可能なプロセッサ制御層と
　を備える、システム。
（項目１１）
　前記プロセス制御層から前記最適経路の少なくとも一部を受信し、デバイス制御層にコ
マンドを提供するように動作可能な中間制御層を更に備える、項目１０に記載のシステム
。
（項目１２）
　自動試料処理システムであって、前記自動試料処理システムは、
　第１のプロセッサと、ワークフロー管理層を備える第１のコンピュータ読み取り可能な
媒体とを備えるワークフロー管理コントローラと、
　前記ワークフロー管理コントローラに接続され、検査室自動システムの一部であるＬＡ
Ｓコントローラと
　を備え、
　前記ＬＡＳコントローラは、第２のプロセッサと、プロセス制御層及び中間制御層を備
える第２のコンピュータ読み取り可能な媒体とを備える、自動試料処理システム。
（項目１３）
　前記ＬＡＳコントローラは、第１のＬＡＳコントローラであり、前記検査室自動システ
ムは、第１の検査室自動システムであり、前記自動試料処理システムは、前記ワークフロ
ー管理コントローラに接続された第２の検査室自動システムに関連付けられた第２のＬＡ
Ｓコントローラを備える、項目１２に記載の自動試料処理システム。
（項目１４）
　前記ＬＡＳコントローラ及び前記ワークフロー管理コントローラは、互いに独立して動
作するように構成されている、項目１２に記載の自動試料処理システム。
（項目１５）
　方法であって、前記方法は、
　第１のプロセッサとワークフロー管理層を備える第１のコンピュータ読み取り可能な媒
体とを備えるワークフロー管理コントローラによって、処理される試料に関する命令デー
タを前記ワークフロー管理コントローラに接続されたＬＡＳコントローラに提供すること
であって、前記ＬＡＳコントローラは、検査室自動システムの一部であり、第２のプロセ
ッサと、プロセス制御層及び中間制御層を備える第２のコンピュータ読み取り可能な媒体
とを備える、ことと、
　前記ＬＡＳコントローラによって前記命令データを実行することと
　を含む、方法。
（項目１６）
　前記命令データは、処理される前記試料に関するプロセス計画を含む、項目１５に記載
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の方法。
（項目１７）
　前記プロセス計画は、前記試料上で実行される１つ以上の検査を指定する、項目１６に
記載の方法。
（項目１８）
　前記ＬＡＳコントローラは、第１のＬＡＳコントローラであり、前記検査室自動システ
ムは、第１の検査室自動システムであり、前記命令データは、第１の命令データであり、
前記方法は、
　前記ワークフロー管理コントローラによって、処理される試料に関する第２の命令デー
タを前記ワークフロー管理コントローラに接続された第２のＬＡＳコントローラに提供す
ることであって、前記第２のＬＡＳコントローラは、第２の検査室自動システムの一部で
あり、第３のプロセッサと、第３のプロセス制御層及び第３の中間制御層を備える第３の
コンピュータ読み取り可能な媒体とを備える、ことと、
　前記第２のＬＡＳコントローラによって前記第２の命令データを実行することと
　を更に含む、項目１６に記載の方法。
（項目１９）
　前記第１及び第２のＬＡＳコントローラは、互いに独立して動作する、項目１８に記載
の方法。
（項目２０）
　方法であって、前記方法は、
　プロセス制御層を使用する少なくとも１つのプロセッサによって、中間制御層に経路区
分を提供することと、
　前記少なくとも１つのプロセッサ及び前記中間制御層によって、前記経路区分のサブシ
ステム又は前記経路区分のサブアセンブリコンテナの動作を制御する命令を生成すること
であって、前記サブアセンブリコンテナは、前記サブアセンブリコンテナに関連付けられ
た複数のサブアセンブリを制御する、ことと、
　デバイス制御層によって前記命令を実行することと
　を含む、方法。
（項目２１）
　前記経路区分は、前記プロセス制御層によって生成された最適経路の一部である、項目
２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記サブアセンブリコンテナは、前記プロセス制御層から独立して動作して、前記複数
のサブアセンブリを制御する、項目２０又は２１に記載の方法。
（項目２３）
　前記複数のサブアセンブリは、２つ以上の異なるサブシステムの一部を含む、項目２０
～２２のいずれか一項に記載の方法。
（項目２４）
　システムであって、
　前記システムは、少なくとも１つのプロセッサと、前記少なくとも１つのプロセッサに
よって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネントを保存するメモリデバイスとを備え
るコンピュータ装置を備え、
　前記複数のソフトウェアコンポーネントは、
　前記少なくとも１つのプロセッサを使用して、中間制御層に経路区分を提供するように
構成されているプロセス制御層と、
　前記少なくとも１つのプロセッサを使用して、前記経路区分のサブシステム又は前記経
路区分のサブアセンブリコンテナの動作を制御する命令を生成するように構成されている
中間制御層であって、前記サブアセンブリコンテナは、前記サブアセンブリコンテナに関
連付けられた複数のサブアセンブリを制御する、中間制御層と、
　前記少なくとも１つのプロセッサを使用して前記命令を実行するように構成されている
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デバイス制御層と
　を備える、システム。
（項目２５）
　前記複数のサブアセンブリを更に含む、項目２４に記載のシステム。
（項目２６）
　前記システムは、検査室自動システムである、項目２４又は２５に記載のシステム。
（項目２７）
　前記メモリデバイスは、前記プロセス制御層を保存する、項目２４～２６のいずれか一
項に記載のシステム。
（項目２８）
　前記サブアセンブリコンテナは、他のサブアセンブリコンテナから独立して動作する、
項目２４～２７のいずれか一項に記載のシステム。
（項目２９）
　前記複数のサブアセンブリは、２つ以上の異なるサブシステムの一部を含む、項目２４
～２８のいずれか一項に記載のシステム。
（項目３０）
　方法であって、前記方法は、
　ワークフローマネージャを使用する少なくとも１つのプロセッサによって、試料容器内
の試料に関するプロセス計画を生成することと、
　計器マネージャに前記プロセス計画を提供することと、
　前記計器マネージャを使用する前記少なくとも１つのプロセッサによって、プロセス制
御層を使用して前記プロセス計画と整合する最適経路を決定することと、
　前記最適経路を使用して前記試料を処理することと
　を含む、方法。
（項目３１）
　コンピュータ装置であって、前記コンピュータ装置は、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な複数のソフトウェアコンポーネン
トを保存するメモリデバイスと
　を備え、
　前記複数のソフトウェアコンポーネントは、
　複数の経路を含むプロセス計画を生成するように動作可能なワークフローマネージャと
、
　前記複数の経路の中の最適経路を選択するように動作可能な計器マネージャと
　を備える、コンピュータ装置。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】本発明の実施形態による、高レベルの管理アーキテクチャのブロック図である
。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、管理アーキテクチャのブロック図である。
【図１Ｃ】本発明の実施形態による、自動試料処理システムの一部のコンポーネントを図
示するブロック図を示す。
【図２Ａ】本発明の実施形態による、有向非巡回グラフを示す。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による方法を図示するフローチャートを示す。
【図３】様々なレベルのインターフェースの図を示す。
【図４】コンピュータ装置のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の実施形態は、臨床検査室における患者試料のワークフローを管理する、改善さ
れた試料ワークフロー管理アーキテクチャを目的とする。本発明の実施形態を論じる前に
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、一部の用語について論じることは有用であろう。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、「命令データ」は、試料容器及び／又は試料容器内の試料の
処理方法に関する情報を含み得る。一部の実施形態では、命令データは、ユーザー又は装
置によって検査室情報システムに提供される、より高レベルの命令を含んでよい。他の実
施形態では、命令データは、試料又は試料容器を処理するための命令を指してよく、この
命令は、あるソフトウェアモジュールから別のソフトウェアモジュールへと渡される。
【００２８】
　「搬送システム」は、試料容器の搬送に使用できる、任意の好適なハードウェアを含ん
でよい。例示の搬送システムは、パック、トラック、ベルト、つかみ機構などのうちの１
つ以上を含んでよい。
【００２９】
　「試料容器データ」は、試料容器及び／又は容器内の試料を特徴付けるデータを指して
よい。試料容器データとしては、例えば、管のキャップの色、管の寸法又は形状、管の識
別子（例えば、管のラベル上のバーコード）などが挙げられてよい。試料容器データとし
ては、試料（例えば、ある特定の個人の血液、尿など）及び／又は試料の処理方法（例え
ば、通常処理、短応答時間など）を識別するデータが挙げられてよい。一部の実施形態で
は、試料容器の搬送中に、試料容器の重量及び／又は試料容器内の試料の液位がロボット
つかみ機構によって測定されてよい。これに関する更なる詳細については、米国特許仮出
願第６１／５５６，６６７号（２０１１年１１月７日出願）、同第６１／６１６，９９４
号（２０１２年３月２８日出願）、及び同第６１／６８０，０６６号（２０１２年８月６
日出願）、並びに国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１２／０６３９３１号（２０１２年１１月７
日出願）に見出すことができ、これらは、全ての目的に関してその内容全体が参照により
、本願明細書に組み込まれる。
【００３０】
　「デバイスコマンド」は、ある特定のサブシステム又はサブシステム内のサブアセンブ
リを制御する、デバイス制御層によって実行される命令を含んでよい。かかるデバイスコ
マンドは、状態（例えば、オン又はオフ）、動作の速度などに関連してよい。
【００３１】
　一群の試料容器の文脈における「領域」は、同様に処理される（例えば、全て遠心分離
される）及び／又は類似の特徴を有する（例えば、全て血液試料である）一群の容器を含
んでよい。
【００３２】
　「サブシステム」は、特定の機能を実行できる計器又は計器群を含んでよい。サブシス
テムの例としては、再閉栓機、閉栓機、遠心分離機、及び分注機が挙げられる。
【００３３】
　「サブアセンブリ」はサブシステムの一部であってよい。各サブシステムは、１つ以上
のサブアセンブリを含んでよい。例えば、「出力」サブシステムは、つかみ機構と、多数
の引出しとを含んでよい。つかみ機構は、この例ではサブアセンブリと見なされてよい。
【００３４】
　「サブアセンブリコンテナ」は、指定の２つ以上のサブアセンブリの群を制御するソフ
トウェアモジュールを含んでよい。２つ以上のサブアセンブリは、異なるサブシステムの
一部であってよい。
【００３５】
　「メモリデバイス」は、電子データを保存できる、任意の好適なデバイスであってよい
。好適なメモリデバイスは、所望の方法を実施するためにプロセッサによって実行可能で
ある命令を保存する、コンピュータ読み取り可能な媒体を備えてよい。メモリデバイスの
例には、１つ以上のメモリチップ、ディスクドライブなどが含まれてよい。かかるメモリ
デバイスは、任意の好適な電気モード、光モード、及び／又は磁器モードの動作を使用し
て動作してよい。
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【００３６】
　「プロセッサ」は、任意の好適なデータ計算デバイスを指してよい。プロセッサは、連
動して所望の機能を実現する、１つ以上のマイクロプロセッサを備えてよい。
【００３７】
　「プロセス計画」は、試料上で実行する必要のあるプロセスに関する情報を含み得る。
プロセス計画は、所望の検査を実行するために使用可能な分析器の現在の数及びこれらの
ステータスに関する情報を含んでよく、試料の処理に使用可能な処理工程及び／又はサブ
システムのリストも含んでよい。例えば、プロセス計画は、分注機、遠心分離機など、試
料の移動先となるであろう、試料調製システム内の特定のサブシステムに関する情報を含
んでよい。一部の実施形態では、プロセス計画は、試料の処理に使用され得る、具体的な
サブシステムを指定しない。例えば、検査室自動システムが３台の遠心分離機Ａ、Ｂ、及
びＣを備える場合、プロセス計画は、試料の処理に使用される工程の１つが遠心分離であ
ることを単に示してよく、使用される特定の遠心分離機を示さなくてよい。別の例では、
検査室自動システムが３台の遠心分離機Ａ、Ｂ、及びＣを備える場合、プロセス計画は、
遠心分離機Ｃが停止しているか、現在使用されているか、さもなければ使用不能であり得
るために、遠心分離機Ａ又はＢのみで処理され得ることを単に示してよい。次いで、プロ
セス制御層は、この検査計画を使用して、分析プロセス全体で試料の速度を最大化するた
めに、遠心分離機Ａ及びＢのいずれが試料の処理に最適な選択肢であるかを決定する。
【００３８】
　「経路」は、検査室自動システム全体で試料が取ってよい経路を指し得る。この経路は
、特定の順序で、特定の時間に特定の一連のサブシステムを経て処理することを含んでよ
い。例えば、検査室自動システムが遠心分離機Ａ及びＢと、開栓機Ａ及びＢと、分注機Ａ
及びＢと、を備える場合、経路の例は、遠心分離機Ａ、開栓器Ｂ、次いで分注機Ｂを経て
試料を処理することであってよい。
【００３９】
　「区分」は経路の一部を含んでよい。区分は、単一サブシステムのタイプ、又は２つ以
上のサブシステムのタイプを含んでよいが、経路に必要とされる全てのサブシステムのタ
イプを含むことはできない。例えば、経路が遠心分離機Ａ、開栓機Ｂ、及び分注機Ｂを含
む場合、経路の一区分は、開栓機Ｂ及び分注機Ｂを含んでよい。別の例では、経路区分は
、単に分注機Ｂを含んでよい。
【００４０】
　本発明の実施形態では、管理アーキテクチャは検査室情報システム（ＬＩＳ）とインタ
ーフェースで接続し、ＬＩＳと臨床検査室との間でメディエータの機能を果たす。ＬＩＳ
又はユーザーは、試料の処理に使用される検査オーダーを管理アーキテクチャに提供する
。これらの検査オーダーに基づいて、管理アーキテクチャは、検査技師又は検査室自動シ
ステム（ＬＡＳ）のいずれかのためにワークフロー又は管命令（プロセス計画とも呼ばれ
る）を生成する。管理アーキテクチャはまた、クエリ時に、検査室内の任意の接続されて
いる（つまり「自動」）又は接続されていない（つまり、「スタンドアロン」）分析器に
検査オーダーを提供する。例示のＬＡＳは、米国特許仮出願第６１／５５６，６６７号（
２０１１年１１月７日出願）及び同第６１／６１６，９９４号（２０１２年３月２８日出
願）に記載されており、これらは、全ての目的に関してその内容全体が参照により本明細
書に組み込まれる。
【００４１】
　ＬＡＳ又は単一分析器が試料を処理するとき、試料関連の結果は、管理アーキテクチャ
内で処理される。ＬＡＳに関しては、結果は、試料上で実行された分析前後の処理に対応
する試料状態の更新情報を含む管データを含む。本明細書で使用されるとき、「分析前後
」は、「分析前」の処理及び「分析後」の処理を含んでよい処理を指す。単一分析器に関
しては、結果は、検査結果を含み得る。これらの検査結果を受信すると、管理アーキテク
チャは、検査結果に対する追加分析を実行し、必要に応じて、試料のワークフローを更新
できる。検査結果の検証後、管理アーキテクチャは、ＬＩＳ又はユーザーに検査結果を転



(13) JP 6470690 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

送する。
【００４２】
　図１Ａは、本発明の実施形態による、高レベルの管理アーキテクチャのブロック図であ
る。図１Ａは、ワークフローマネージャ部１４とインターフェースで接続されている、ユ
ーザーインターフェース部１２を示している。ユーザーインターフェース部１２は、検査
技師などユーザーとインターフェースで接続されている部分であり得る。これは、検査室
情報システム（ＬＩＳ）の一部であり得る。ワークフローマネージャ部１４は、様々なＬ
ＡＳのワークフローを管理してよい。これは、以下で更に詳細に記載される、ワークフロ
ー管理層を含んでよい。
【００４３】
　ワークフローマネージャ部１４は、サブシステム部１８とインターフェースで接続され
ている計器マネージャ１６とインターフェースで接続されている。計器マネージャ部１６
は、以下で更に詳細に記載される、プロセス制御層を含み得る。サブシステム部１８は、
１つ以上のサブシステム（例えば、遠心分離機、開栓機など）を備えてよい。計器マネー
ジャ部１６はまた、中間制御層と、デバイス制御層と、を備えてよい。
【００４４】
　本発明の実施形態では、ワークフロー管理部１４は、可変の／柔軟性のあるプロセス計
画を生成できる。一方では、計器マネージャ部１６は、可変の／柔軟性のあるプロセス計
画に従ってプロセスのスケジュールを作成する。本発明の実施形態では、複数の潜在的経
路を含む、柔軟な、又は可変のプロセス計画を生成できる。プロセスのスケジュール作成
は、可変の／柔軟なプロセス計画の生成と分離し得る。
【００４５】
　図１Ｂは、本発明の実施形態による、管理アーキテクチャ１００のブロック図を示す。
管理アーキテクチャ１００は、少なくとも３つの階層レベル（検査室レベル５０、計器レ
ベル６０、及びサブシステムレベル７０）のデータを管理することができ、各レベルは、
その固有のデータセットを担当する。これらの層は、メモリ及び／又はコンピュータ読み
取り可能な媒体に保存され、１つ以上のコンピュータ装置に存在する１つ以上のプロセッ
サ（例えば、データプロセッサ）と連携する、ソフトウェアコンポーネントの形態であっ
てよい。例えば、３つの層５０、６０、７０の全ては、１つ以上のプロセッサ（例えば、
マイクロプロセッサ）を有する、あるコンピュータ装置上のコンピュータ読み取り可能な
媒体に存在してよい。あるいは、３つの層５０、６０、７０は、それぞれ１つ以上のプロ
セッサ（例えば、マイクロプロセッサ）を有する、３つの使用可能なコンピュータ装置に
存在する３つのコンピュータ読み取り可能な媒体に存在してよい。一部の実施形態では、
ワークフロー管理層５０（ｂ）は第１のコンピュータ装置（例えば、第１のサーバコンピ
ュータ）に存在し、一方、プロセス制御層６０（ａ）及び中間制御層７０（ａ）は第２の
コンピュータ装置（例えば、第２のサーバコンピュータ）に存在する。第１及び第２のコ
ンピュータ装置は互いに通信するが、互いに独立して動作できる。第２のコンピュータ装
置はＬＡＳ　８０の一部であり得る。
【００４６】
　検査室レベル５０において、管理アーキテクチャ１００は、検査室全体にわたって構成
データの管理を担当し得る。検査室設定では、管理アーキテクチャ１００は、通常、１つ
以上のＬＡＳ、並びに複数の接続されている分析器６０（ｂ）及び接続されていない分析
器６０（ｃ）によって必要とされる情報を管理する。
【００４７】
　本発明の実施形態では、ＬＡＳ　８０は、プロセス制御層６０（ａ）と、中間制御層７
０（ａ）と、デバイス制御層７０（ｂ）と、デバイスファームウェア７０（ｃ）とを含ん
でよい。本発明の実施形態はまた、単一のワークフロー管理層５０（ｂ）を使用しつつも
、多数のＬＡＳと、１つ又は複数の接続されている分析器６０（ｂ）及び接続されていな
い分析器６０（ｃ）とを含んでよい。
【００４８】
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　複数の自動ラインにわたって共通である検査室レベル５０のデータ項目は、このレベル
で構成されてよい。具体的には、構成データは、少なくともＬＡＳ入力領域情報と、試料
容器（管）タイプ情報と、ワークフロー管理情報とを含んでよい。
【００４９】
　ＬＡＳ入力領域情報としては、ＬＡＳ入力領域内の引出し用のラック及びラックホルダ
プレートの構成並びに異なるラック又はラック領域への命令のマッピングに関する情報が
挙げられる。異なるＬＡＳで同一のＬＡＳ入力領域構成を使用できるため、これらは検査
室レベルのデータ項目として定義され得る。
【００５０】
　試料容器（管）タイプ情報としては、検査室で使用される管タイプ、キャップタイプ、
及びキャップの色の構成が挙げられる。ＬＡＳは、管の処理前に、これらの管タイプに関
して調整され得る。
【００５１】
　ワークフロー管理情報（例えば、命令データ）は、管理アーキテクチャ１００が使用し
て、試料管のプロセス計画を生成することができる、試料処理規則を含む。複数のＬＡＳ
を有する大規模な臨床検査室では、試料処理規則は、ＬＡＳごとに異なってよい。この場
合、管理アーキテクチャ１００は、各ＬＡＳに対して適切なプロセス計画を生成すること
ができてよい。
【００５２】
　検査室レベルで生成される構成データは、管理アーキテクチャデータベースに保存され
得る。管理アーキテクチャデータベースは、ワークフロー管理層５０（ｂ）又は任意の他
の好適な場所に存在してよい。結果として、データは、検査室全体で使用することができ
る。
【００５３】
　管理アーキテクチャ１００はまた、管理アーキテクチャ１００の規則エディタと呼ばれ
ることもある、図式規則エンジン（図示なし）を含んでよい。図式規則エンジンは、ワー
クフロー管理層５０（ｂ）又は任意の他の好適な場所に存在してよい。規則エディタは、
ユーザーが、検査室ワークフローを管理する一連の規則を定義できるようにする。これら
の規則は、検査結果を検証する規則及び試料を処理する規則という２つの主区分に分類さ
れ得る。
【００５４】
　検査結果を検証する規則は、管理アーキテクチャ１００が検査結果を自動検証し得る方
法を指定する。結果の自動検証の一環として、許容可能な結果を得るために必要な場合に
、試料の再実行、試料処理工程の追加、又は試料の希釈など追加処理が実行され得るよう
に規則が規定され得る。それでも決定的な結果が得られない場合、検査技師が点検のため
に試料を手に持つことができるように、規則が規定され得る。
【００５５】
　試料を処理する作業命令は、ＬＩＳ　５０（ａ）から受信した検査オーダーに基づいて
、試料に必要であり得る分析前後の処理を指定する。分析前後の試料処理としては、遠心
分離、液位検知、開栓、アリコート、及び再閉栓が挙げられるが、これらに限定されない
。分析前後の処理はまた、試料管を接続されている分析器、出力トレー、及びアーカイブ
又は保管設備に送ることを含む。
【００５６】
　計器レベル６０において、管理アーキテクチャ１００は、ＬＡＳハードウェア構成の仮
想表現（「サイトネットワーク」とも呼ばれる）、ワークフロー命令及び／又はプロセス
計画、並びに特定の作業命令のサブアセンブリ（「経路区分」とも呼ばれる）など計器に
固有の情報を管理する。更に、管理アーキテクチャ１００は、統計データ、ログファイル
、及び様々なサブシステム構成を収集し、管理する。
【００５７】
　サイトネットワークは、サイトノード（バッファー、処理、及び搬送）及びノードを接
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続するエッジからなるグラフであり得る。サイトネットワークは、ＬＡＳの物理的レイア
ウトを示すことができ、様々なハードウェア構成を仮想的に抽象化するために使用できる
。
【００５８】
　サブシステムレベル７０において、管理アーキテクチャ１００は、ＬＡＳ内の個別のサ
ブシステム及びサブアセンブリの教示から生じたデータを管理する。各サブシステム及び
その内部の対応するサブアセンブリは、多数のロボット位置合わせ点、閾値、及び構成を
必要とする、他のデバイス固有データを有してよい。例えば、設置時には、試料を処理す
るシステムに配置する前に、入力ステーション、遠心分離機、開栓機など個別の自動サブ
システムは、使用前に教示される（例えば、システム全体における位置のサブシステムへ
の教示）又は調整される。教示フェーズ中に生成されたデータは、構成データファイルに
保存され得る。このデータは特定のサブシステムのみに適用するため、構成データファイ
ルはサブシステムレベル７０に維持され得る。管理アーキテクチャ１００は、サブシステ
ムレベル７０の固有データに配慮する必要はない、又はこれを認識する必要さえない。バ
ックアップ／復元目的で、データファイルは圧縮され、保存のために管理アーキテクチャ
１００内の適切なデータベースに送信され得る。復元時には、サブシステムレベル７０は
、復元前にバックアップ圧縮ファイルをダウンロードするように管理アーキテクチャ１０
０に依頼する。
【００５９】
　上記の説明から明らかなように、管理アーキテクチャ１００のアーキテクチャレベル内
では、ソフトウェアは、ソフトウェアコンポーネントの層で構造化され得る。階層化され
たソフトウェアでは、より細かい粒度へと更に機能を分解できる。階層は、階層構造で暗
示され得る。これらの層は、メモリ及び／又はコンピュータ読み取り可能な媒体に保存さ
れ、１つ以上のコンピュータ装置に存在する１つ以上のプロセッサ（例えば、データプロ
セッサ）と連携する、ソフトウェアコンポーネントの形態であってよい。
【００６０】
　本発明の一部の実施形態では、管理アーキテクチャ１００は、４つの制御層を含み、各
レベルは、臨床検査室内の特定プロセスの制御を担当する。これらには、ワークフロー管
理層（ＷＭＬ）５０（ｂ）、プロセス制御層（ＰＣＬ）６０（ａ）、中間制御層（ＭＣＬ
）７０（ａ）、及びデバイス制御層７０（ｂ）が挙げられる。
【００６１】
　ＷＭＬ　５０（ｂ）は、ユーザーにとって最上位レベル、つまりビューであり得、その
規則エンジンで指定された試料処理規則を使用して、試料上で実行されるプロセス計画を
決定する。複数のＬＡＳラインを有する検査室では、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、各ラインが
異なるワークフロー管理スキームを使用して構成され得るようにでき、同時に複数の進行
中ワークフローを管理できる。加えて、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、ＬＩＳインターフェース
５０（ａ）、品質管理（ＱＣ）、結果管理、試料追跡、バックアップ及び復元、計器ステ
ータス、検査依頼、構成、オンラインヘルプ、ユーザー認証、並びに計器検出（接続され
ているサブシステムを識別するためにシステムの初期化フェーズで実行される初期検索）
など重要なソフトウェア機能を処理できる。示されるように、ＬＩＳインターフェース５
０（ａ）は、ＷＭＬ　５０（ｂ）に検査オーダーを提供し、ＷＭＬ　５０（ｂ）から検査
結果を受信してよい。
【００６２】
　ＷＭＬ　５０（ｂ）は、試料を処理するために全てのＬＡＳ及び接続されているデバイ
スによって使用される検査室レベル５０の情報（構成データ）を保存できる。起動時に、
ＷＭＬ　５０（ｂ）は、ＰＣＬ　６０（ａ）に構成データを伝達し、起動後の構成データ
に対する任意の追加変更をＰＣＬ　５０（ａ）に通知できる。
【００６３】
　動作中、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、単一試料容器のプロセス計画を生成し、このプロセス
計画をＰＣＬ　６０（ａ）に提供する。ＷＭＬ　５０（ｂ）は、複数の異なるソフトウェ
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アコンポーネントを含んで、その機能を有効にし得る。
【００６４】
　図１Ｂに示されるように、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、接続されている分析器６０（ｂ）及
び接続されていない分析器６０（ｃ）と通信してよい。検査オーダーは、分析器６０（ｂ
）、６０（ｃ）に提供（例えば、送信）されてよく、検査結果及び他の分析器ステータス
情報は、ＷＭＬ　５０（ｂ）に戻されてよい。様々な分析器６０（ｂ）、６０（ｃ）のス
テータスに関する情報は、ＷＭＬ　５０（ｂ）からＰＣＬ　６０（ａ）に提供されてよく
、この情報は、ＰＣＬ　６０（ａ）が使用して、検査室自動システム８０の処理能力及び
速度を最大化するために最適な経路（例えば、試料の優先度、分析器の可用性、システム
内のサブアセンブリ及びサブコンポーネントのステータスを考慮する経路）を生成してよ
い。
【００６５】
　本発明の実施形態は、ワークフロー管理コントローラ及び／又はＬＡＳコントローラを
使用して、本明細書に記載の機能を実現してよい。ワークフロー管理コントローラは、検
査室内の接続されている分析器及び接続されていない分析器の全てのためにデータ及びワ
ークフロー管理を処理するように設計されている、サーバコンピュータであり得る。ワー
クフロー管理コントローラはモデルを維持し、データベースを使用してこれを持続させる
。これは、検査室情報システム５０（ｂ）及びワークフロー管理層５０（ｂ）を実行して
よい。
【００６６】
　ＬＡＳコントローラ（図示なし）は、ワークフロー管理コントローラにエラーが生じた
場合、計器をスタンドアローンコンピュータとして実行させることができる。したがって
、これは、ワークフロー管理コントローラコンピュータからサーバコンピュータを分離さ
せることができ、プロセス制御層６０（ａ）及び中間制御層７０（ａ）を含んでよい。デ
バイスマネージャは、ＬＩＳ　５０（ａ）、レガシー分析器、及び他のシステムなど外部
システムとの通信を処理することができる。レビュークライアント（例えば、ワークフロ
ー管理層５０（ｂ）における）は、情報をユーザーに提示でき、ユーザーがモデルへの入
力を提供できるようにする。レビュークライアントはモデルと連携するが、モデルに対す
る全ての変更は、ワークフロー管理コントローラに対する非同期要求によって実行され得
る。
【００６７】
　本発明の実施形態は、第１のプロセッサと、ワークフロー管理層を備える第１のコンピ
ュータ読み取り可能な媒体とを備えるワークフロー管理コントローラと、ワークフロー管
理コントローラに接続された１つ以上のＬＡＳコントローラと、を備える自動試料処理シ
ステムを含んでよい。各ＬＡＳコントローラは、別のプロセッサと、プロセス制御層及び
中間制御層を備える別のコンピュータ読み取り可能な媒体と、を備える。
【００６８】
　図１Ｃは、本発明の実施形態による、自動試料処理システムの一部のハードウェアコン
ポーネントを図示するブロック図を示す。このシステムは、ワークフロー管理層５０（ｂ
）を動作させる、ワークフロー管理コントローラ８０６を備える。ワークフロー管理コン
トローラ８０６は、ユーザーがシステムへのデータ入力及びシステムからのデータ取得に
使用してよい、クライアント端末８０４に接続されてよい。
【００６９】
　ワークフロー管理コントローラ８０６は、第１のプロセス制御層６０（ａ）－１及び第
１の中間制御層７０（ａ）－１を動作させる、第１のＬＡＳコントローラ８０８（ａ）に
接続されてよい。ワークフロー管理コントローラ８０６はまた、第２のプロセス制御層６
０（ａ）－２及び第２の中間制御層７０（ａ）－２を動作させる、第２のＬＡＳコントロ
ーラ８０８（ｂ）に接続されてよい。第１のＬＡＳコントローラ８０８（ａ）及び第２の
ＬＡＳコントローラ８０８（ｂ）は、第１及び第２のプロセッサと、これらのプロセッサ
に関連付けられた、（上記のソフトウェア層を保存するための）第１及び第２のコンピュ
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ータ読み取り可能な媒体と、を備えてよい。
【００７０】
　第１のＬＡＳコントローラ８０８（ａ）は、少なくとも第１のサブシステム８２０（ａ
）と、第２のサブシステム８２０（ｂ）と、を備える、第１の複数のサブシステムと通信
してよい。第２のＬＡＳコントローラ８０８（ｂ）は、少なくとも第３のサブシステム８
２０（ｃ）と、第４のサブシステム８２０（ｄ）と、を備える、第１の複数のサブシステ
ムと通信してよい。
【００７１】
　２つのＬＡＳコントローラが図示されているが、本発明の実施形態は、２つ以上のＬＡ
Ｓコントローラを含んでよい。更に、２つのサブシステムが各ＬＡＳコントローラに対し
て示されているが、２つ以上のサブシステムがＬＡＳコントローラに関連付けられてよい
。
【００７２】
　示されるように、図１Ｂのハードウェア構成には多数の利点がある。例えば、ワークフ
ロー管理コントローラ８０６が停止した場合、これは、第１のＬＡＳコントローラ８０８
（ａ）及び／又は第２のＬＡＳコントローラ８０８（ｂ）の動作に影響を及ぼさないであ
ろう。たとえワークフロー管理コントローラ８０６が停止しても、ＬＡＳコントローラは
、なおサブシステムに作業命令を提供して試料を処理する。
【００７３】
　図１Ｂを再び参照すると、管理アーキテクチャ１００のＷＭＬ　５０（ｂ）は、その規
則エンジンで定義された一連の試料処理規則に基づいて、試料管のプロセス計画の生成を
担当することができる。ＷＭＬ　５０（ｂ）は、ＰＣＬ　６０（ａ）による試料管の到着
通知を受信すると、特定の試験管に関するこのプロセス計画をＰＣＬ　６０（ａ）に提出
する。加えて、管の状態又はシステムの状態のいずれかに対する変化が元のプロセス計画
に影響を及ぼす場合、既存のプロセス計画の再生成が望ましいことがある。一部の実施形
態では、プロセス計画は、ノード及び経路を含むグラフとして示されてよく、各ノードに
は、試料に望ましい処理をＰＣＬに通知する命令が含まれる。命令は、サブシステムにお
いて試料上で実行される処置を示し得る。例えば、命令「遠心分離」は、試料が遠心分離
機サブシステムにおいて遠心分離されることを指示する。以下のリスト、つまり、遠心分
離、開栓、吸引、ラベル付け、分注、再閉栓、並び替え又は復元などは、ＬＡＳでサポー
トされている例示の命令である。
【００７４】
　通常、プロセス計画には、試料上での実行が必要なプロセスのリストが含まれている。
プロセス計画内の１つ以上のプロセスを実行できる複数のサブシステムが存在する場合、
プロセス計画を実行するために試料が取り得る、複数の潜在的経路が存在する。これは、
図２Ａに示されるもののように、有向非巡回グラフとして図形的に示され得る。他の本発
明の実施形態では、他のタイプの表現が使用されてよい。図２Ａの非巡回グラフで示され
るように、異なる試料が異なる組み合わせのサブシステムで処理され得るため、本発明の
実施形態によるプロセス計画は柔軟かつ可変である。選択された一連のサブシステムは、
多数の要因に基づいて決定されてよい。
【００７５】
　図２Ａに示されるように、プロセス計画２００は、試料管の開始点２０２を有してよく
、次いで、試料管は遠心分離２０４されてよい。遠心分離後、管は開栓機２０６に移動し
てよい。開栓機２０６の後、プロセス計画２００は、試料管が第１のイムノアッセイシス
テム２０８又は第２のイムノアッセイシステム２１０のいずれに移動し得るかを示してよ
い。例示のイムノアッセイシステムとしては、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ
．からのＤｘＩイムノアッセイシステムが挙げられてよい。イムノアッセイシステムは、
試料調製ステーション、アリコートステーションなどを備えてよい。第１のイムノアッセ
イシステム２０８及び第２のイムノアッセイシステム２１０のうちの１つによる処理後、
試料は次いで、第１の分析器２１２及び第２の分析器２１４のうちの１つに移動してよい
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。例示の分析器としては、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ，Ｉｎｃ．からのＡＵ　６８
０シリーズの分析器が挙げられてよい。第１の分析器２１２又は第２の分析器２１４のい
ずれかによる処理後、試料管は、再閉栓機２１６に移動し、次いで一次保管ユニット２１
８に移動することができる。当然のことながら、本発明の実施形態によるプロセス計画に
は、追加処理ノードが存在してよい。この特定の実施例では、処理されるために試料が取
り得る、４つの潜在的経路が存在する。ＰＣＬ　６０（ａ）によって選択される特定の経
路は、検査室自動システム８０を経て最速処理をもたらす経路であり得る。この点では、
検査室自動システム８０内のＰＣＬ　６０（ａ）は、検査室自動システム８０を経る最適
経路を決定するため、ＷＭＬ　５０（ｂ）から独立して動作し得る。
【００７６】
　図１Ａ及び２Ａを再び参照すると、ＰＣＬスケジューラ６０（ａ）は、プロセス計画を
分析し、次いで応答時間（ＴＡＴ）又はスループット要件のいずれかを満たすための試料
に最も適した経路の選択を担当し得る。試料管は、プロセス計画内の各サブシステムで停
止して処理されるため、新たな試料管情報が生成され得る。例えば、遠心分離機２０４で
の処理後、ＭＣＬ　７０（ａ）は、試料管情報でスピン情報を更新し、更新された情報を
ＰＣＬ　６０（ａ）に送信し得る。一方、ＰＣＬ　６０（ａ）はこの管情報をＷＭＬ　５
０（ｂ）に転送して、一貫性を確保する。このフィードバック（例えば、管情報）を使用
して、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、プロセス計画を継続的に更新し、最適化してよい。一方、
ＰＣＬ　６０（ｃ）は、試料の最適な経路計画に対する決定を継続的に更新してよい。（
静的に動作し得る）従来のシステムとは違って、本発明の実施形態によるシステムアーキ
テクチャは、検査室自動システムの処理速度及び利用率を最大化する方法で動的に動作す
る。
【００７７】
　図１Ｂに示されるように、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、ＰＣＬ　６０（ａ）にプロセス計画
を含む管命令を提供してよく、ＰＣＬ　６０（ａ）から検査結果を受信してよい。ＰＣＬ
　６０（ａ）は、管経路情報をＭＣＬ　７０（ａ）に更に提供し、ここから管データを受
信してよい。
【００７８】
　ＭＣＬ　７０（ａ）は、サブシステムステータス（オンライン、オフライン、使用可能
、使用不能）の変化をＰＣＬ　６０（ａ）に通知することができ、ＰＣＬ　６０（ａ）は
この情報を使用して、影響を受けたサブシステムに関連付けられた命令の可用性をＷＭＬ
　５０（ｂ）に通知する。ＬＡＳのサブシステムが単一の場合、サブシステムが使用不能
になると、ＰＣＬ　６０（ａ）は、サブシステムに関連付けられた命令も使用不能である
ことをＷＭＬ　５０（ｂ）に通知することができる。ＬＡＳで１つ以上の同一サブシステ
ムが使用可能である場合、１つのサブシステムが失われても、第２のサブシステムが使用
可能であるために、命令の可用性には影響を及ぼさないことがある。命令の可用性に基づ
いて、ＷＭＬ　５０（ｂ）は適切な情報を有して、プロセス計画を作成する、又は変更す
る。
【００７９】
　概して、ＷＭＬ　５０（ｂ）は、これよりも下位の他の制御層の寿命にわたって持続す
ることができる。試料ワークフロー管理、プロセス計画、管情報などは、ＷＭＬ　５０（
ｂ）とＰＣＬ　６０（ａ）との間で送受信され得る（同じく、ＰＣＬ　６０（ａ）は関連
データをＭＣＬ　７０（ａ）に伝え、適切な場合には、同様に続く）。ＷＭＬ　５０（ｂ
）は、ＭＣＬ　７０（ａ）への命令に使用するスケジュール、経路、及び経路区分を定め
るようＰＣＬ　６０（ａ）に命令するプロセス計画を生成することができる。次いで、Ｍ
ＣＬ　７０（ａ）はＤＣＬ　７０（ｂ）に命じて、管の送出を実行するのに適切なハード
ウェアコンポーネントを動作させる。
【００８０】
　一部の実施形態では、ＭＣＬ　７０（ａ）は、受信する経路区分を更に最適化し得る。
例えば、経路区分は、サブシステムを含んでよく、更に多数のサブアセンブリを含んでよ
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く、これらのサブアセンブリの動作又は選択はＭＣＬ　７０（ａ）によって最適化されて
よい。例示的には、経路区分は、命令「遠心分離」を含んでよい。遠心分離は、遠心分離
機、遠心分離ロボット、アダプタつかみ機構、及びシャトルなどサブアセンブリを含んで
よい。ＭＣＬ　７０（ａ）は、最速処理を実現できるように、特定の遠心分離ロボット、
シャトル、又はアダプタつかみ機構を更に選択してよい。ＭＣＬ　７０（ａ）はまた、（
特定のデバイスファームウェア７０（ｃ）に命令を提供し得る）ＤＣＬ　７０（ｂ）に特
定の命令を提供して、特定のサブアセンブリの動作を制御し得る。
【００８１】
　この処理チェーンを通して、ある層が下の層に処理を引き渡すため、更に下位層で発生
している処理と同時に他の処置の処理を続行することができる。
【００８２】
　ＰＣＬ　６０（ａ）スケジューラは、サイトネットワーク及びプロセス計画を使用して
最適な経路を決定し、経路スケジュールを生成する際に、試料スループットを最大化しつ
つ、ＴＡＴを最小化するなどシステムの目的を満たすように、それに応じてスケジュール
を定める。場合によっては、ＷＭＬ命令を満たすために複数の処理サイトが使用可能であ
ると、ＰＣＬ　６０（ａ）は、これらのサイトの使用率を最適化するために負荷分散を実
行することができる。
【００８３】
　更に、ＰＣＬ　６０（ａ）は、ＷＭＬ　５０（ｂ）から提出された高レベルのプロセス
計画を分解して、ＭＣＬ　７０（ａ）によって制御されるデバイスのためにより詳細な経
路区分を生成することを担当できる。このようにするために、ＰＣＬ　６０（ａ）は、Ｍ
ＣＬ　７０（ａ）に対して１つ以上の経路区分を導き出す際に、これらの処理サイトの状
態（例えば、搬送時間、待機キュー、廃棄物処理レベル、消費レベルなど）を組み入れる
。ＰＣＬ　６０（ａ）は、例えば、搬送及びバッファーサイトと共に処理サイトを表すサ
イトネットワークグラフからサイトノードを使用してＷＭＬ　５０（ｂ）プロセス計画を
補強することにより、経路区分を構築する。最終的な経路区分は、試料管による横断を必
要とするサイトノードのリストを含み、各サイトノードは、試料管上で実行されるべき処
置を示す。
【００８４】
　中間制御層（ＭＣＬ）７０（ａ）は、ＬＡＳサブシステム及びサブシステム内のサブア
センブリのステータスを制御する。ハードウェアサブアセンブリは、より複雑なサブシス
テムの構築に再利用され得る。例えば、「出力」と呼ばれるサブシステムは、管ガントリ
ロボット及び引出しなどのサブアセンブリを含むことができる。
【００８５】
　一部の実施形態では、ＭＣＬ　７０（ａ）は、「サブアセンブリコンテナ」の概念を使
用して、共通リソースを共有するサブアセンブリをグループ化することができる。本発明
の一部の実施形態は、中間制御層によってサブアセンブリコンテナに命令を提供すること
を含む方法を目的とする。サブアセンブリコンテナは、サブアセンブリコンテナに関連付
けられた複数のサブアセンブリを制御する。この方法はまた、サブアセンブリコンテナに
よって命令を実行することを含む。複数のサブアセンブリは、２つ以上の異なるサブシス
テム部分を含む。
【００８６】
　例示的には、共通ロボットアームを共有する２つのサブアセンブリは、コンテナが２つ
のサブアセンブリ間でロボットアーム運動を調整できるように、コンテナに配置されてよ
い。コンテナは、ある意味ではサブアセンブリ群の周りを囲む「ラッパー」であるため、
メッセージの宛先が特定のサブシステムであっても、物理的通信はコンテナと行う。サブ
アセンブリコンテナは、使用済みサブアセンブリコントローラを全てホストし、ある意味
では自律的であるため、ＰＣＬ　６０（ａ）要求を満たすことができる。これはつまり、
サブアセンブリコンテナがあるサイトノードから別のサイトノードに管を移動させること
ができ、経路区分で要求された命令に従ってプロセス工程を実行できることを意味する。
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サブアセンブリコンテナは、任意のハードウェア動作の衝突回避又は全サブアセンブリの
初期化を行って、一貫性のある、エラーフリー状態のサブシステムを確保するなど、追加
サービスを提供して、ホストされているサブアセンブリコントローラを調整することがで
きる。
【００８７】
　一部の実施形態では、特に複雑な構造（かかるコンテナにラップされた複数のサブアセ
ンブリ）を有するサブアセンブリコンテナについて、ＰＣＬ　６０（ａ）によってＭＣＬ
　７０（ａ）に提供された経路区分は、ＰＣＬ　６０（ａ）によってスケジュールの全詳
細が定められているわけではない。ＭＣＬ　７０（ａ）は、追加スケジュール機能を有し
ており、サブアセンブリコンテナの経路区分を最適化する。これは、サブアセンブリコン
テナに関するサイトネットワークの部分的な知識を有しており、ＰＣＬ　６０（ａ）がプ
ロセス計画に対して行うのと同様の方法で経路区分を最適化する。スケジューラのこの階
層構造により、システムは、単一工程で経路を最適化する単一のスケジューリングインス
タンスを使用するシステムよりも、迅速かつ正確な方法で処理スケジュールを定めること
ができる。
【００８８】
　ＭＣＬ　７０（ａ）は、ＰＣＬ　６０（ａ）から経路区分を受信し、ＤＣＬ　７０（ｂ
）に送信するデバイスコマンドに経路区分をマップし、この経路区分に基づいて、ＰＣＬ
　６０（ａ）との相互作用なしに自律的に管を処理する。具体的には、経路スケジュール
は、ＰＣＬ　６０（ａ）において複数の（重複する）経路区分に分割されて、様々なサブ
アセンブリコンテナに適応する（したがって、経路区分は経路スケジュールの一部であり
得る）。経路区分は、このサブアセンブリコンテナに必要な全ノードを含む。ＰＣＬは、
適切なサブアセンブリコンテナに経路区分を送信する。経路区分は、管又は別のタイプの
容器がサブアセンブリコンテナに物理的に到着して、通信時間オーバーヘッドを回避する
までは使用可能であり得る。
【００８９】
　ＭＣＬ　７０（ａ）は、ＰＣＬ　６０（ａ）に試料ステータスを提供して、例えば、サ
イトネットワークグラフを横断するときの管の進捗状況又はエラーを示す。サブアセンブ
リコンテナから離れる管は、適切なＭＣＬ　７０（ａ）サブシステムの範囲から出ること
ができる。
【００９０】
　管理アーキテクチャ１００は、複数のＭＣＬ　７０（ａ）と通信する１つのＰＣＬ　６
０（ａ）を有するという柔軟性をもたらす。この１対多の関係は、検査室内の様々なハー
ドウェア構成に適合するように増減することができる。管情報は、管の処理が必要なとき
にＭＣＬ　７０（ａ）に伝達され得、処理が完了するか、管に関するいずれかのデータが
変更されたとき、ＰＣＬ　６０（ａ）に戻される。
【００９１】
　先端部、キャップの廃棄及び補給ステータスなどハードウェアサブシステムのステータ
スは、ＰＣＬ　６０（ａ）に伝達され得る。含まれ得る他のサブシステムステータスとし
ては、サブシステムの状態（実行中、初期化中、停止、又はエラー）が挙げられる。更に
、サブシステムを調整して、ＴＡＴ及びシステムスループット使用率要件を確保するため
に、処理制御メッセージが伝達され得る。
【００９２】
　ＤＣＬ　７０（ｂ）は、ＬＡＳ内のハードウェアコンポーネントを制御するハードウェ
ア制御層であり得る。ＤＣＬ　７０（ｂ）は、ＭＣＬ　７０（ａ）に通信インターフェー
スを提供して、専用プロトコル及び様々なデバイスで使用される様々なインターフェース
をラップする。これは、特定のインターフェースユニットを追加することにより拡張可能
であり、ＩＥＣ　６１１３１－３適合プログラミング言語で任意のプロトコル及びワーク
フローを実装するモジューラシステムとして設計され得る。
【００９３】
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　ＤＣＬ　７０（ｂ）は、ＭＣＬ　７０（ａ）から下位レベルコマンドを受信することが
でき、専用プロトコル及び様々なデバイスで使用される様々なインターフェースを使用し
てハードウェアを直接制御する。ＤＣＬ　７０（ｂ）は、コマンドを実行し、ハードウェ
アを制御し、ＭＣＬ　７０（ａ）に対してコマンド結果（例えば、アクチュエータ位置、
センサデータなど）で応答する。ＤＣＬ　７０（ｂ）はまた、デバイスファームウェア７
０（ｃ）にコマンドを提供し、これからコマンド結果を受信する。
【００９４】
　図１Ｂに示すように、デバイスファームウェア７０（ｃ）は、ハンドシェイクコマンド
及び他のタイプのコマンド又はメッセージを交換することにより、接続されている分析器
６０（ｂ）と通信することができる。
【００９５】
　一部の実施形態では、ＬＡＳコンポーネントは、互いに非同期的に制御され得る。これ
らは、ＤＣＬ　７０（ｂ）によって明確に命令されない限りアイドル状態であり得る。こ
れは、上位レベルから送信されるコマンドの結果であり得る。ハードウェアコンポーネン
トとの同期はＤＣＬ　７０（ｂ）で対応され得、衝突（ロボット運動が互いに重なり得る
場合に、同期が必要なロボット運動など）又は他の機械的干渉を回避する。さもなければ
、ハードウェアは、互いに同時に制御され得る。つまり、１つのハードウェアコンポーネ
ントは、その動作を開始する前に、任意の他のハードウェアコンポーネントを待つ必要は
ない。
【００９６】
　一実施形態では、ＤＣＬ　７０（ｂ）は、２つの一般的なＤＣＬ－分析器インターフェ
ース（１つは直接搬送試料採取（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ
）（ＤＴＳ）分析器用、１つはラックベース分析器（ＲＢＵ）用）を提供する。これらの
一般的なインターフェースは、分析器ハードウェアの変更に対してＭＣＬ　７０（ａ）、
ＰＣＬ　６０（ａ）、及びＷＭＬ　５０（ｂ）を保護する。ＤＴＳサブアセンブリコンテ
ナは、キャリアのロック及び解放に対処し得る。一般的なＤＣＬ－ＤＴＳ分析器インター
フェースは、全ての潜在的ＤＴＳ分析器での管ハンドシェイクを処理することができる。
ＤＴＳサブアセンブリコンテナがキャリアをロックすると、ＤＣＬ　７０（ｂ）は分析器
に吸引を指示することができる。その後、分析器は、吸引プロセスの完了をＤＣＬ　７０
（ｂ）に通知する。次いで、ＤＴＳサブアセンブリコンテナは、キャリアを解放すること
ができる。ＲＢＵサブアセンブリコンテナは、搬送システムからラックまで、又はその逆
の管の配送を処理する。ＲＢＵ－分析器インターフェースは、ラックハンドシェイクを処
理することができる。ＤＣＬ　７０（ｂ）は、ラックを分析器に送り込む準備が整うと、
分析器に通知する。分析器は、分析器からＲＢＵへの搬送準備が整うと、ＤＣＬ　７０（
ｂ）に通知する。
【００９７】
　ＤＣＬ　７０（ｂ）（サイトグラフの抽象ノードと連携しない）を除いて、全てのソフ
トウェアレベル（ＷＭＬ、ＰＣＬ、ＭＣＬ）は、様々なレベルの粒度で、サイトネットワ
ークグラフの異なるビューを有することができる。
【００９８】
　本発明の実施形態では、ＷＭＬ（すなわち、経路プランナ）は、サイトグラフの巨視的
ビューを有してよい。例えば、場合によっては、ワークフローマネージャ層では、サイト
グラフの「主要」ノード／サイトのみが表示される。ＷＭＬは、これらの「主要」ノード
間の結合部（エッジ）を把握しており、これらのノード間で試料を移動させ得る方向を把
握している。かかる移動には、時間に関する情報は不要である。
【００９９】
　本発明の実施形態では、ＰＣＬ（すなわち、スケジューラ）は、より詳細なサイトネッ
トワークグラフのビューを有してよい。これは、ＷＭＬよりも多くのノードを表示するこ
とができる。例えば、ＰＣＬには搬送ノードが表示されるが、一部の実施形態のＷＭＬで
は表示されない。ＰＣＬでは、これらのノード間のエッジ並びに許可される方向も既知で
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あってよい。ＰＣＬでは、これらのノード間での試料の移動に必要な時間も既知である。
【０１００】
　本発明の実施形態では、ＭＣＬは、サブシステム（例えば、開栓機モジュール又は遠心
分離機モジュール）の動作を制御し得る。ＭＣＬでは対応のサブシステムのみが表示され
るが、ＭＣＬは、ＰＣＬよりも更に詳細なかかるサブシステムノードのビューを有し得る
。例えば、ＰＣＬ又はＷＭＬでは表示されないが、ＭＣＬでは追加で表示されるノードは
、サブシステム内の搬送レーンの分流加減器であってよい。
【０１０１】
　例示のプロセスフロー
　本発明の一部の実施形態は、方法を目的とする。一実施形態では、方法は、試料容器内
の試料に関する命令データを受信することと、ワークフロー管理層を使用する少なくとも
１つのプロセッサによって、この試料に関するプロセス計画を生成することと、このプロ
セス計画をプロセス制御層に提供することとを含む。プロセス制御層及び少なくとも１つ
のプロセッサは、プロセス計画を使用して最適経路を決定する。この最適経路は中間制御
層に提供され、少なくとも１つのプロセッサ及び中間制御層は、搬送システムに、選択さ
れた経路に沿って試料容器を搬送させるように動作可能である。
【０１０２】
　図１（ａ）の管理アーキテクチャを使用するデータフローシーケンスは、臨床的ワーク
フローで説明され得る。ワークフローの工程は、図２Ｂに示されている。本発明の実施形
態は、図２Ｂで説明される処理工程に限定されるものではなく、本発明の実施形態では、
１つ以上の工程を省略又は追加してよい。
【０１０３】
　工程７０１では、医療関係者又は検査技師が、検査室情報システム５０（ａ）又はワー
クフロー管理層５０（ｂ）で試料の検査オーダーを入力する。検査オーダーは、処理され
る試料（例えば、血液）及び／又は管（例えば、試験管）のタイプ、所望の分析のタイプ
、及び／又は試料の優先度（例えば、ＳＴＡＴ、つまり短応答時間）を示してよい。
【０１０４】
　工程７０２では、検査室情報システム５０（ａ）は、ワークフロー管理層５０（ｂ）に
検査オーダーをダウンロードする。本発明の他の実施形態では、ワークフロー管理層５０
（ｂ）は、検査オーダーについて検査室情報システム５０（ｂ）にクエリを送信してよい
（工程７０３）。
【０１０５】
　工程７０４では、試料を有するラックが、入力引出しを介して検査室自動システムに積
み込まれる。検査室自動システムは、ラックからの試料取り出し後に、試料の到着をワー
クフロー管理層５０（ｂ）に通知する。
【０１０６】
　工程７０５では、ワークフロー管理層５０（ｂ）は、試料に要求される処理命令でプロ
セス制御層６０（ａ）に指示する。例えば、ワークフロー管理層５０（ｂ）は、プロセス
計画を生成し、これをプロセス制御層６０（ａ）に提供してよい。
【０１０７】
　工程７０６では、プロセス制御層６０（ａ）は、試料のスループットを最大化しつつ、
試料の応答時間を満たすために、処理命令を最も満たす自動ハードウェアサブシステム（
すなわち、経路）を決定する。プロセス制御層６０（ａ）が使用して、処理命令を最も満
たし得る自動サブシステムを決定することができる情報としては、分析器又は他の計器の
可用性、かかる計器における消耗品の可用性、様々な計器におけるバックアップなどが挙
げられる。
【０１０８】
　工程７０７では、プロセス制御層６０（ａ）は、中間制御層７０（ａ）に試料の送出命
令を提供する。
【０１０９】
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　工程７０８では、中間制御層７０（ａ）は送出命令をデバイスコマンドにマップし、こ
のコマンドをデバイス制御層７０（ｂ）に送信する。
【０１１０】
　工程７０９では、デバイス制御層７０（ｂ）がコマンドを実行し、ハードウェアを制御
し、中間制御層７０（ａ）に対してコマンド結果（例えば、アクチュエータ位置、センサ
データなど）で応答する。
【０１１１】
　工程７１０では、中間制御層７０（ａ）は試料の管状態データを更新し、プロセス制御
層６０（ａ）にこのデータを転送する。この管状態データは、プロセス制御層６０（ａ）
によって使用されて、ワークフロー管理層５０（ｂ）から受信した以降のプロセス計画の
経路を最適化し得る。
【０１１２】
　工程７１１では、プロセス制御層６０（ａ）は管状態データをワークフロー管理層５０
（ｂ）に転送する。
【０１１３】
　工程７１１後に、試料容器は、ＬＡＳ　８０に接続されている分析器６０（ｂ）又は接
続されていない分析器６０（ｃ）に提供されてよい。
【０１１４】
　工程７１２では、接続されている分析器６０（ｂ）の場合、試料は分析器に直接送られ
る。スタンドアロン分析器６０（ｃ）の場合、試料はトレーに送られる。検査技師はこれ
らのトレーを取り外し、適切な分析器に手動で試料を積み込む。
【０１１５】
　工程７１３では、１つ以上の分析器６０（ｂ）、６０（ｃ）が試料を処理する。分析器
６０（ｂ）、６０（ｃ）は、ワークフロー管理層５０（ｂ）に検査結果を送信する。
【０１１６】
　工程７１４では、ワークフロー管理層５０（ｂ）が検査結果を検証する。
【０１１７】
　工程７１５では、検証が終了すると、ワークフロー管理層５０（ｂ）は検査結果を検査
室情報システム５０（ａ）に転送し、完了した試料を保管できるように試料完了メッセー
ジをプロセス制御層６０（ａ）に送信する。
【０１１８】
　工程７１６では、検査室情報システム５０（ａ）は、医療関係者又は検査技師に検証さ
れた検査結果を公開する。
【０１１９】
　グラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ）
　管理アーキテクチャ１００のグラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ）は、Ｌ
ＡＳシステム用に共通コンソールを使用することができる。大部分の計器は、取り付けら
れた、対応するグラフィカルディスプレイ（ハードウェアフレームに物理的に取り付けら
れているために、フレームＧＵＩと呼ばれる）を有し得る。
【０１２０】
　ＧＵＩの概念は、上記に詳述されたレベルの概念に適合する。各レベル（検査室レベル
５０、計器レベル６０、及びサブシステムレベル７０）に対して特定の機能範囲が使用さ
れて、使い勝手、安全性、優れた処理性、柔軟性、及び統合可能性を確保できる。安全性
の問題については、ユーザー権限がインターフェースの構成へのアクセスを定義する。最
上位レベルにおいて、ＧＵＩは、定義された情報と共に検査室の概要を提供して、全ての
変更に反応し、自発的な行動を可能にすることができる。他のレベルは、検査室－計器－
サブシステム階層におけるその位置に従って構成されている。
【０１２１】
　特定の役割は、ラップトップなどモバイルデバイスから任意のサブシステム、計器、又
は中央検査室の概要にアクセスする可能性を有することによって、サービスレベルに割り
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当てられ得る。図３には、様々なレベルが示されている。図３に示されるように、検査室
レベル５０２は、検査室レベル５０２（ｂ）へのトリルダウン又はタブ情報の表示５０２
（ｃ）を実行し得る検査室の概要部５０２（ａ）を含み得る。検査室レベル５０２（ｂ）
はまた、検査室構成５０２（ｄ）にアクセスしてよい。検査室の概要５０２（ａ）はまた
、計器レベル５０４の計器レベルインターフェース５０４（ｂ）にアクセスしてよい。計
器レベルインターフェース５０４（ｂ）は、計器の概要インターフェース５０４（ａ）に
アクセスでき、計器の概要インターフェース５０４（ａ）は、計器構成インターフェース
５０４（ｃ）及びサブシステムレベル５０６のサブシステムレベルインターフェース５０
６（ａ）にアクセスできる。サブシステムレベルインターフェース５０６（ａ）は、サブ
システム構成インターフェース５０６（ｂ）にアクセスしてよい。
【０１２２】
　検査室レベル５０２において、ＧＵＩアーキテクチャは、検査室レベル５０２における
システムとのユーザーインターフェースに役立ち得る、少なくとも２つの設計要素を提供
し得る。これらには、ＴＶ画面クライアント及びレビュークライアントが含まれてよい。
【０１２３】
　このレベル５０２のみが、制御層へのユーザーレベルのアクセスを提供する。ＴＶ画面
クライアントは、ＷＭＬ　５０（ｂ）に接続されている表示専用デバイスであり得る。こ
れは、ＷＭＬ　５０（ｂ）に接続されている計器のステータス、対象の試料のみを表示す
るようにフィルタリングされ得る試料ステータス、及び計器エラーメッセージなど検査室
の概要を示すことができる。
【０１２４】
　レビュークライアントは、制御層の全アクセスレベルに対して開放され得る。レビュー
クライアントでは、検査室の検査室レベルビューにアクセスできる。レビュークライアン
トからは、ＴＶクライアントを構成することができる。更に、ここでは、エラーメッセー
ジ又は他の警告、並びにＷＭＬ　５０（ｂ）に接続されている各計器の状態及びステータ
スを表示することができる。これは、構成ウィザードを有して、検査室環境を設定し、物
理計器へのリンクを提供することができる。ここでは、ユーザーインターフェースがドリ
ルダウンして、計器レベル及びサブシステムレベルのステータスを表示することができる
。
【０１２５】
　検査室レベル５０２は全ての接続されている計器、接続されていない計器、及びＷＭＬ
　５０（ｂ）に接続されているＬＡＳに関するものであるが、一部の実施形態では、計器
レベル５０４は１つの特定のＬＡＳにのみ関するものであり得る。ＧＵＩアーキテクチャ
は、計器レベル６０においてシステムとのユーザーインターフェースに役立つ２つの設計
要素（計器クライアント及びサービスクライアント）を提供する。
【０１２６】
　計器クライアントは、各ユーザーアクセスレベルが計器レベル５０４からＬＡＳを管理
できるようにする。このクライアントは、ＰＣＬのＧＵＩとして使用される。計器クライ
アントは、ＰＣＬに対してリモートユーザーインターフェースとして動作し、ユーザーに
よるステータスの表示及び構成変更を可能にする。ＰＣＬは、エラー、サブシステムステ
ータス、消耗品などに関してステータス情報を計器クライアントに示す必要があり、計器
クライアントは、ＰＣＬにコマンドを送信して、サブシステムの一時停止、エラーからの
リカバリ、及び構成設定の変更を行うことができる。場合によっては、ＰＣＬ及び計器ク
ライアントは、同一のコンピュータ装置に存在し得るが、異なるプロセスで実行され得る
。
【０１２７】
　このレベルでは、下位に移動して、サブシステムレベル５０６の読み取り専用ビューを
表示することができる。これはまた、ＬＡＳの一部である、特定のサブシステムに関連す
る状態情報及び任意の計器エラーメッセージを表示することができる。これはまた、計器
の定型操作、計器レベル５０４でのエラーリカバリ、計器レベルの初期化、計器構成タス
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ク、並びにバックアップ及び復元操作を実行する。
【０１２８】
　サービスクライアントは、ＬＡＳの各レベルにわたってサービス及びサービス機能への
スーパーユーザーアクセスを提供する。サービスクライアントは、サービスラップトップ
又は他のコンピュータデバイス上で実行できる。
【０１２９】
　このレベルでは、下位に移動して、サブシステムレベル５０６の読み取り専用ビューを
表示することができる。これはまた、ＬＡＳの一部である、特定のサブシステムに関連す
る状態情報及び任意の計器エラーメッセージを表示することができる。これはまた、計器
の定型操作、計器レベル５０４でのエラーリカバリ、計器レベルの初期化、計器構成タス
ク、並びにバックアップ／復元操作を実行する。
【０１３０】
　このレベルは、ＬＡＳ上の各個別サブシステムを担当する。サブシステムユーザーイン
ターフェースは、エラー発生時にエラー情報と共にサブシステムの状態を示してよく、場
合によっては、エラーリカバリビデオを示して、リカバリプロセスを支援する。ユーザー
は、入力又は出力において動作中のベースフレーム構成を変更するなど、サブシステムユ
ーザーインターフェースを使用して、一部の基本的なサブシステム構成タスクを実行する
ことができる。
【０１３１】
　ＧＵＩアーキテクチャは、サブシステムレベルにおいてシステムとのユーザーインター
フェースに役立つ２つの設計要素（フレームクライアント及びサービスクライアント）を
提供する。
【０１３２】
　フレームクライアントは、表示することを要求された特定のサブシステムに固有である
。各フレームクライアントでは、全てのフレームクライアントに共通するＧＵＩ部分が存
在し得る。この共通性は、共通のフレームクライアント内で分類することができ、非共通
部分は、サブシステムに固有のフレームクライアント部分である。
【０１３３】
　フレームクライアントは、現在のサブシステム、現在のサブシステムの状態、警告状態
及びユーザーが注意すべきサブシステム上の位置を表示することができる。フレームクラ
イアントはまた、サブシステム上の管の補給又は廃棄ステータスを表示してよい。
【０１３４】
　サービスクライアントは、サービス又は管理ユーザーが、次のサービスタイプ機能を実
行できるようにする：（１）計器コマンド機能（サブシステムの開始、停止、サブシステ
ムの初期化）；（２）引出しの開／閉；（３）ラックの交換；（４）補給品の交換又は廃
棄物の除去；（５）エラーリカバリの実行；（６）サブシステム構成の実行；（７）シス
テム教示機能の実行；（８）位置合わせ手順；（９）バックアップ／復元機能；（１０）
サブシステムのメンテナンス手順；（１１）診断機能；（１２）システムエクササイザ機
能；及び（１３）性能検証検査。
【０１３５】
　管理アーキテクチャシステムでは、エラー及び動作イベントが「イベント」として一般
化される。管理アーキテクチャは、イベントがシステムエラーであるか、動作イベントで
あるかにかかわらず、イベントの処理に単一機構（イベント警告オブジェクト（ＥＡＯ）
）を使用する。
【０１３６】
　ＬＡＳ又は分析器で発生するイベントの一部は、真のエラー（例えば、ロボット運動エ
ラー、キャリア詰まりなど）である。一方、一部のイベントは動作イベントであり、シス
テムの正動作の一部（例えば、開栓機廃棄物の処理、満杯トレーの取り外し、アリコート
先端部の補充）であって、エラーではない。動作イベントはエラーと同様に動作するため
、ユーザーにイベントを通知する必要がある。ユーザーは、動作イベントからのリカバリ
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に追加命令を必要とする場合がある。動作イベントからのリカバリが完了すると、ＧＵＩ
に表示された対応する通知を消去する必要がある。
【０１３７】
　イベント警告オブジェクトは、イベント又は警告データを含み、検査室レベル、計器レ
ベル、及びサブシステムレベル間の搬送機構として使用される。これは、警告が表示され
るレベル及びエラーリカバリを実行する場所を指定する。以下では、管理アーキテクチャ
の各アーキテクチャレベルについてエラーリカバリの動作を説明する。
【０１３８】
　このレベルでは、全ての検査室イベント又は試料イベントを表示することができる。こ
のレベルで表示されるイベント／エラー通知は、エラーリカバリを実行するレベルを示す
。試料ベースのエラーについては、エラー又はイベントの結果として管の処理が問題であ
る場合、ＷＭＬは、試料をエラー位置に送る可能性のあるプロセス計画を生成することが
できる。また、ＷＭＬに新たなプロセス計画の生成を要求するエラー状態は、ＷＭＬに転
送される。次いで、新たなプロセス計画は、計器レベルに送信される。
【０１３９】
　非試料ベースのエラーについては、ＷＭＬでのエラー又はＷＭＬと計器レベルとの通信
でのエラーは、試料を現在地に留まらせるか、実行中の分析器での処理を完了させて、次
いでＷＭＬとの接続が再確立されるまで現在のサブシステムに留まらせる。接続が再確立
されない場合（すなわち、所定のタイムアウト後に）、計器レベルは、可能な場合にはサ
ブシステムレベルに指示して、経路区分を完了させる。さもなければ、管をエラー位置に
送る。
【０１４０】
　自動化固有のイベントは、このレベルから表示することができる。このレベルで表示さ
れるイベント／エラー通知は、エラーリカバリを実行可能なレベルを示すことができる。
【０１４１】
　試料ベースのエラーでは、管状態情報メッセージがＷＭＬに送信されて、現在のプロセ
ス計画を満たさせないエラー又はイベントが発生したことを示し得る。また、ＷＭＬは、
次いで新たなプロセス計画を送信して管をエラー位置又は他の新たな宛先へと送らせる。
計器レベルはまた、プロセス計画の生成を必要としないエラーに関してサブシステムレベ
ルで生成されたエラー通知を表示することができる。
【０１４２】
　非試料ベースのエラーでは、計器レベル又は計器レベルとサブシステムレベルとの通信
でのエラー。試料は、現在のサブシステムにおいて現在の処理を完了する。接続が再確立
されると、管状態情報が計器レベルに送信され、計器レベルはこれをＷＭＬに転送する。
現在のプロセス計画が十分な場合にはこの計画が使用される、又は新たなプロセス計画が
生成されるのいずれかである。次いで、プロセス計画が通常通りに実行される。接続が再
確立されない場合、試料は現在のサブシステムで待機する。
【０１４３】
　サブシステムに固有のイベントは、サブシステムレベルで表示される。このレベルで表
示されるイベント／エラー通知は、エラーリカバリを実行するレベルを示す。
【０１４４】
　試料ベースのエラーの場合、試料管の送出を妨げる（何らかの理由で不十分である、又
は管が未知である、予想外の位置にあるのいずれかのため）試料管に関するエラーをＭＣ
Ｌが検出すると、計器レベルを介してＷＭＬに送信される管状態情報メッセージを生成す
る。次いでＷＭＬは、新たなプロセス計画を生成して、新たな宛先又はエラー位置のいず
れかに管を送ることができる。試料の送出を伴わないエラーが存在する場合、サブシステ
ムレベルは計器レベルに通知し、今度は計器レベルがユーザーに通知する。計器レベルは
また、必要に応じてＬＡＳを一時停止させてよい。
【０１４５】
　非試料ベースのエラーの場合、サブシステムが再起動すると、キャッシュされたメッセ
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ージを計器レベルに送信する。既知の状態の試料は処理することができる。計器レベルは
、各試料に関する管状態情報メッセージをＷＭＬに送信することができる。新たなプロセ
ス計画が受信されると、これを処理することができる。さもなければ、現在のプロセス計
画が使用され得る。更に、サブシステムクライアントは、試料の処理を続行するか、試料
をＳＩＱ（問題試料）に送るように、ユーザーを促すことができる。処理を続行すると、
正常完了を示す管状態情報メッセージが生成される。ＳＩＱに送ると、エラーが生じての
完了を示す管状態情報メッセージが生成される。試料が任意の理由でＳＩＱバッファーに
送られた場合、メッセージがＷＭＬに送信されて、例えば、「少量のため遠心分離不可」
又は「バーコード読み取り不能」など理由を示す。
【０１４６】
　図４は、本発明の一部の実施形態に従って方法又は動作を実行するように構成されてい
るコンピュータ装置に存在し得る要素のブロック図である。図４内の要素は、図１Ａ、１
Ｂ、１Ｃなどに示される任意のコンポーネントで使用されてよい。図４に示されるサブシ
ステムは、システムバス５７５を介して相互接続される。更なるサブシステム、例えば、
プリンタ５７４、キーボード５７８、固定ディスク５７９、ディスプレイアダプタ５８２
に接続されたモニタ５７６などが示される。周辺装置及びＩ／Ｏコントローラ５７１に接
続された入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイスは、当該分野において公知の任意の数の手段、例
えば、シリアルポート５７７により、コンピュータシステムに接続され得る。例えば、シ
リアルポート５７７又は外部インターフェース５８１は、コンピュータデバイスを広域ネ
ットワーク、例えば、インターネット、マウス入力デバイス又はスキャナに接続するのに
使用され得る。システムバス５７５を介した相互接続は、プログラムされた中央処理装置
５７３（例えば、マイクロプロセッサ、ＣＰＵなど）が各サブシステムと通信し、システ
ムメモリ５７２又は固定ディスク５７９に保存され得る命令の実行並びにサブシステム間
での情報の変更を制御するのを可能にする。システムメモリ５７２及び／又は固定ディス
ク５７９は、コンピュータ読み取り可能な媒体を具現化し得る。
【０１４７】
　この出願において記載されたソフトウェアコンポーネント又は機能のいずれかは、任意
の適切なコンピュータ言語、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ＋＋又はＰｅｒｌなどを
使用し、例えば、従来又はオブジェクト指向技術を使用して、プロセッサにより実行され
るソフトウェアコードとして実行され得る。ソフトウェアコードは、一連の命令又はコマ
ンドとして、コンピュータ読み取り可能な媒体、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気媒体、例えば、ハードドライブ若しくはフロ
ッピディスク又は光学媒体、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ上に保存され得る。任意のこのような
コンピュータ読み取り可能な媒体は、１つのコンピュータ装置上に属するか、又は、同装
置内にあることができ、システム若しくはネットワーク内の種々のコンピュータ装置上に
存在するか、又は、同装置内に存在することができる。
【０１４８】
　上記記載は、例示であり、限定的ではない。本発明の多くの変更は、本開示のレビュー
に基づいて、当業者に明らかとなるであろう。したがって、本発明の範囲は、上記説明を
参照して決定されるべきではなく、代わりに、添付の「特許請求の範囲」を参照して、そ
の完全な範囲又は均等物に沿って決定されるべきである。
【０１４９】
　任意の実施形態からの１つ以上の特徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の
他の実施形態の１つ以上の特徴と組み合わせられ得る。
【０１５０】
　「ａ」、「ａｎ」又は「ｔｈｅ」の詳細説明は、特に反対に示さない限り、「１つ以上
（ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」を意味することを意図する。
【０１５１】
　全ての特許、特許出願、刊行物及び上記説明は、全ての目的に関してその内容全体が参
照により、本願明細書に組み込まれる。従来技術は認められない。
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